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2026 JJSA RULES BOOK 

 

【 競 技 規 則 】 
1. ⽇本ジェットスポーツ協会の⽬的及び活動 
2. レースルールの制定 
3. 会員 
4. 公認チーム制度 
5. 肖像権 
6. 承認イベント 
7. レースルール 
8. レースの運営 
9. レース種⽬ 
10. ライダーの資格 
11. レースクラス・ライセンス 
12. レース参加 
13. レース 
14. 公認資格制度 
15. 懲戒処分(ペナルティ) 
16. ポイントシステム 
17. 賞および表彰 
18. 海外の PWC ライダーの扱い 
19. ⽤語 
20. レース使⽤艇 

 

2022 年よりルールブックとレギュレーションブックが分割されました。 

2024 年より国内において海外国際選⼿の参加とする国際⼤会が実施されていますが、国際⼤会について

は⼤会毎のレギュレーションが設定される場合があります。必ず⼤会毎のルール・レギュレーションを確

認してください。 

 

改定・修正部分などは⾊付きにて表⽰されています。 

全 24 ⾴ 

 

⽬ 次 
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１ ⽇本ジェットスポーツ協会の⽬的及び活動  

名 称：⼀般社団法⼈⽇本ジェットスポーツ協会 

協会の⽬的：本協会はジェットスポーツによるマリンスポーツの振興を⽬的とする。 

協会の活動：本会は上記の⽬的達成のため、次の活動を⾏う。 

1) ジェットスポーツレースの開催。 

2) 諸ルールの制定。 

3) レースの統括。 

4) 協会会員の権利の保護。 

5) 承認レースの許可と指導。 

6) PWC を⽤いた各種イベントの実施と安全啓蒙活動。マリンスポーツの普及、振興を⾏う。 

２ レースルールの制定  

JJSA は、国内におけるジェットスポーツの普及振興、レースの安全、公正及び秩序を保持することを⽬

的として、国内の定められた条件に基づき、レースルールを制定する。 

レースルールは、当協会が主催または運営する全てのレースに適⽤、または準⽤される。 

ここに定められたレースルールは、秩序あるレースの実施及び、その運営に必要とされる最低限の基準を

制定したものであり、レース参加者、観客その他関係者の安全を保障し、物損を⽣じさせないことを保証

するわけではない。 レースルールの変更、ルールの補⾜、追加及び改定は、当協会ホームページ等で⾏

われる。 

・ルールブック・レギュレーションブックに記載されていない事はしてはならない。 

・記載されていない事項は必ず問合せること。 

【国際⼤会開催時】 

・同時開催される国際⼤会や AQUABIKE については、海外レースレギュレーションに近く配慮したレー

スルールを設ける場合がある。ただし⽇本国内において⾳量等、制御される場合もあり得るもので必ず

しも海外レギュレーションと全て同じとは限らない。 

・国際⼤会併催時のクラス編成やルール/レギュレーションは、変更される場合がある。 

・特に海外船体などの参加艇は、概要や参加条件などを確認しなければならない。 

３ 会 員  

3-1  会員資格 以下の項⽬のすべてに該当しなければならない。 

当協会はいかなる法⼈団体及び個⼈に対して不該当な⼊会を拒絶する権利を有する。 

1) スポーツマンとしての誇りを持ち、レースルールを遵守する善良なる市⺠。 

2) 当協会の主催、承認するレース、イベントに参加を希望する個⼈もしくは活動に賛同する法⼈・団

体・個⼈。 

3) 会員としてふさわしい品位と、社会的信⽤のある者。 

4) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢⼒(以下「暴⼒団等反

社会的勢⼒」という)に属していない者。 

5) スポーツマンとして、他の選⼿や⼤会関係者への誹謗中傷などを⾏わない者。 
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6) ⼤会以外での場所においても、参加選⼿の責任とし「騒⾳・違法⾏為・違反⾏為・暴⾔・誹謗中傷」

など秩序を乱す事をしてはならない。 

7) 参加選⼿は選⼿以外のチーム員やサポーターなどへも会員資格と同等の責任を負わなければならない

事を徹底しなければならない。 

8) ⼤会開催を継続させる為、地域の問題や環境に理解した練習や⼤会参加をすること。 

3-2  会員の種類 
会員には個⼈会員、特別法⼈会員、法⼈会員、賛助会員がある。 

3-3  個⼈会員 
主催レースに参加しようとしている選⼿は、全て当協会に⼊会し、個⼈会員の登録をしなければレースに

出場できない。会費は別途定める所による。 

3-4  個⼈会員資格 
個⼈会員の登録申請をするものは、次の要件を満たしていること。 

1) ⽔上オートバイを操縦する為に有効な特殊⼩型船舶操縦免許を保有すること。 

2) 過去 6 ヶ⽉以内に、重⼤な刑法上の犯罪により処罰されたものでないこと。 

3) 満 16 歳以上の者。（20 歳未満の会員に関しては保護者の同意が必要） 

4) 国際⼤会時などにおいて、特殊⼩型船舶操縦免許を保有せずに参加できる⼤会において海外での参戦

歴やライセンスを元に参加する場合、協会にて審査が⾏われ合格した者は登録する事ができる。 

5) 特別な免許・資格などが必要な⼤会は必ず確認をすること。 

3-5  個⼈会員の年会費/更新 
1) 新規登録選⼿：＊JJSA に登録のしたことのない選⼿。 

⼊会⾦ 33,000 円（講習・テスト代⾦含む）/ 年会費：13,000 円（保険料を含む） 

2) 更新選⼿：通常更新 (毎年１⽉初旬 〜 2⽉末⽇) 年会費 18,500 円（保険料を含む) 

レイト更新（毎年 3 ⽉ 1⽇〜 8 ⽉ 31⽇）年会費 28,500 円（保険料を含む） 

3-6  個⼈会員⼊会⽅法 
⼊会希望者は申込書に必要事項を記⼊し申込をする。 

記⼊事項が全て正確に記⼊された⼊会申込、⼊会⾦、初年度年会費の⼊⾦が確認できた時点で⼿続きが完

了する。 但し⼊会が認められない場合、振り込まれた⼊会⾦、年会費は返却される。 

※ ⼊⾦間違いによる、返⾦は⼀切⾏わないものとする。 

3-7  ⼊会申込書記載内容の変更 
住所・参加クラス・公認チーム等の⼊会申込書記載内容に変更があった場合、ホームページのマイページ

より早急に変更を届け出ること。 

注）年度途中のチーム変更・移籍などにおいて、⼤会資料に記載されている修正を⾏えない場合がある。

チーム変更⼿数料 1万円。 

3-8  個⼈会員資格の有効期間 
個⼈会員資格の有効期間は、登録された年度の 12 ⽉ 31 ⽇までとする。 

3-9  個⼈会員資格の失効 
次の者の資格は失効、⼜は停⽌される。 
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1) 特殊⼩型船舶操縦免許(海技免状)の効⼒を失った者、⼜は停⽌されている者。 

2) ⽒名、年齢等を偽り、不正に会員資格を得た者。 

3) 有効期間を経過し、継続⼿続きをしなかった者。 

4) 理事会の裁定により、停⽌処分を受けた者。 

5) 当協会の名誉、信⽤を毀損し、または秩序を乱した者。 

6) SNS など公の場において誹謗中傷 / ⾮公式な情報を投稿した者。 

7) 暴⼒団等反社会的勢⼒に属していると認められる者。 

8) 関係者に暴⼒団等反社会的勢⼒に属する者がいると認められたとき。 

9) 選⼿以外の者であっても、選⼿関係者とみなされた者が対象となる。 

10) ⼤会開催中の接触やトラブルなどによって、⾝体への影響や船体の損傷などについて該当者に⾦銭的

な要求をした場合、会員資格を失効する。 

11) その他、協会より指⽰・指導に従わなかった者。 

3-10   個⼈会員資格の回復 
1) 失効した会員の資格を回復するには、新たに⼊会⾦と年会費を納⼊すること。再⼊会者のライセンス

等の決定は事務局にて判断するものとする。 

2) 会員資格の失格となった者の会員資格の回復には、要望書などの提出により理事会などによって審

議・審査をかけられる場合がある。決定した内容に従わなければならない。 

４ 公認チーム制度  

公認チーム制度はチーム員相互で助け合い、切磋琢磨すると共に優れた代表者や豊富なレース経験者の指

導のもとに、レース経験の少ない選⼿を優れた会員に育成してゆくための制度である。 

公認チームキャプテンは、チーム員の技量、マナーの向上、安全意識の⾼揚に努めると共に、情報発信責

任者として機能するよう努めなければならない。 

チーム員としての登録が無くとも、チームテント内に滞在する者は、そのチーム関係者とみなし、レース

会場エリア内での秩序ある⾏動を促し、その責任をチーム全体で守らなくてはならない。 

チーム員及びチーム関係者とみなされた者は、その責任をチーム全体でペナルティを負う事とする。 

4-1  チーム構成 
公認チームは、１名以上の個⼈会員で構成される。 

4-2  公認チームの登録/更新 
公認チーム設⽴を希望する⼈は、公認チーム登録を⾏わなければならない。 

チーム登録/チーム更新の通常登録は 12⽉初旬 〜 2⽉末⽇。 

レイト登録は 3 ⽉ 1⽇ 〜 8 ⽉ 31⽇までとする。 

チーム内の選⼿登録をする際には、事前にチーム登録を完了させてなければならない。 

4-3  登録料 公認チーム年会費 
通常登録/更新 15,000 円（前年 12⽉初旬 〜 2⽉末⽇） 

レイト登録/更新 25,000 円（3⽉ 1⽇ 〜 8 ⽉ 31⽇） 

※ ⼊⾦間違いによる、返⾦は⼀切⾏わないものとする。 
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4-4  チームリーダー 
公認チームは、チームリーダーを⼀名決めること。 

特別なリーダースミーティングが必要となった場合や⼤会中のチーム責任者としてトラブルなどが発⽣し

た場合、呼び出しなどに対応をする事。代理を⽴てる場合はその責を果たせる者を知らせること。 

4-5  チーム名 
1) チーム名は次の条件を満たさなければならない。 当協会にチーム名を認められること。但し、⽂字数

は 15⽂字以内とする。 

2) ⽇本ジェットスポーツ協会（JJSA）の名称を使⽤してはならない。 

3) 既存の登録されているチーム名⼜は、紛らわしい名称の使⽤を禁⽌する。 

4) 公序良俗に反する名称の使⽤は禁⽌する。 

5) 年度期間中においてチーム名の変更は、変更⼿数料 1 万円とする。しかし⼤会資料などの記載変更が

できない場合がある。 

4-6 エントリーチェック(公認チームに所属する選⼿) 
1) 主催レースにおいて、JJSA では公認チームのエントリーチェックは⾏いません。チームリーダーは、責

任を持ってチーム員の「エントリー/事前受付/その他の提出物など」のチェックを⾏うこと。 

2) ⼤会中など、チームリーダーに事情確認/承諾/サインを求める事案が出た場合、チームリーダーが責任

ある説明など対応をする事。(当該レース会場不在の場合、チーム内の代理⼈でも可.) 

3) チーム関係者の違反が発⾒された場合、そのチームは違反に対して警告処分・活動停⽌・チームの公認

取消などのペナルティが与えられる。また、その場合の警告処分については、当該⼤会に参加している

チーム全員に発⾏する。 

4-7 チームメンバー 
1) チーム内において、選⼿の変更があった場合は、選⼿各⾃がホームページのマイページより変更箇所を

記⼊し、変更処理を早急に⾏うこと。 

2) 年度期間中の選⼿のチーム移籍(チーム変更)は、変更⼿数料１万円とする。しかし⼤会資料などの記載

変更ができない場合がある。 

4-8 公認チーム名の変更 
1) 公認チーム名を変更する場合、チームリーダーがホームページのチームマイページより変更箇所を記

⼊し、変更処理を早急に⾏うこと。 

2) 年度期間中においてチーム名の変更は、変更⼿数料 1 万円とする。しかし⼤会資料などの記載変更が

できない場合がある。 

4-9 テント設置場所 
チームテント、スポンサーテント等は、事務局より指定のあった場所に設置すること。公認チームはテ

ント申請をもってテントを設置する事ができる。 

1) テント位置は、チーム内の当該レースのエントリー数の多いチームをスターティングエリアより順番

に設置できる。ただし、他チームとの隣接希望についてはテント申請チーム最後尾以降からの設置と

なる。 

2) 隣接希望は、相互の申請があった場合のみ適応。 
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3) 隣接希望の場合は、場所の特定ができません。当該レースの環境により配置・順番を事務局が決定い

たします。 

4-10 個⼈選⼿ 
1) 選⼿としての登録が無くとも、テント内に滞在する者はその選⼿の関係者とみなしレース会場エリア

内での秩序ある⾏動を促し、その責任を選⼿関係者全体で守らなくてはならない。選⼿及び選⼿関係

者とみなされた者は、違反⾏為・ルール厳守の責任を負い与えられたペナルティはその選⼿が負う事

とする。 

2) 個⼈選⼿のテント設置場所は会場毎のルール・指⽰に従い決められた場所でのみ許可する。ただし、

会場によりテントの設置ができない場合がある。 

3) ライダースミーティングまたは呼び出しなどには個⼈選⼿本⼈が参加すること。代理は認めない。但

し相当する事情により代理を⽴てる場合は必ず事前に申し出る事。 

５ 肖像権  

当協会の主催及び承認レースにおける選⼿、レース艇などの肖像権は、当協会に帰属する。 

６ 承認イベント  

６ -1  イベントの承認 
当協会の活動趣旨に賛同し、レースを国内で 開催しようとする団体・組織は、申請することにより当協

会の承認レースとして設置することがある。承認されたレースにおいて名称の使⽤が認められる。 

６ -2  承認申請と内容 
申請⽅法と条件は次の通りとする。 

1) 書⾯にて承認、協⼒レース申請書が提出され理事会で承認された後に事務局より承認許可証が発⾏さ

れる。 

2) 承認申請書は、事務局にて⼊⼿できる。 

3) 事務局の許可を得た場合を除き、承認許可証は譲渡できない。 

4) 全ての承認レースは、国、県、地⽅⾃治体の法に準拠し、法的に必要な要件を満たしていなければ許

可されない。 

5) 本ルールに違反している場合を含め、ＰＷＣの振興上及び、競技者の安全上不適格と認められた場合

は、承認許可証が発⾏されない、あるいは取り消される。 

６ -3  運営費⽤ 
レース運営に必要な費⽤は、全額承認レースを開催しようとする団体、組織の負担とする。 

６ -4  レース承認⼿続きの詳細 
団体⼜は組織が承認レースを計画した場合または、開催予定⽇の 90 ⽇以前に、事務局に申請しなければ

ならない。 

協会の機材やスタッフが必要な場合は、速やかに申請をしなければならない。 

６ -5  主催、承認レースの定義 
関与するレースの種類と定義は以下の通りとする。 
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PWC を使⽤する場合に限定する。PWC 以外が加わる場合は別途事務局で判断する。当協会以外の団

体、組織がレースを主催(企画、運営) 企画、運営に参画する。レース運営を承認した団体、組織がレース

ルールに基づいて⾏う。 

７ レースルール  

本ルールは、PWC の普及振興、レースの安全、公正及びレース秩序を保持することを⽬的として制定する。 

1) レースルールは、当協会が主催、承認する全てのレースに適⽤される。 

2) 選⼿、メカニック、ピットクルー、スポンサー、プロモーター、スタッフ及び役員は、レースルール

を熟知し、これらを遵守すること。 

3) レース毎に発⾏される⼤会要項及び、ライダースミーティングによる指⽰は従わなければならない。 

4) 全てのレース参加者及びチーム関係者、選⼿関係者は、諸規定、諸推奨事項を守る他、各⾏政府の定

めるルールを遵守しなければならない。 

7-1  レースルールの運⽤ 
1) レースに適⽤する全てのルールの詳細を明記することは困難なので、⼤会審査委員、レースディレクター、

テクニカルディレクターを任命し、レースにおけるルールに、実際的な適⽤の権限と責任を⼀任する。 

2) レースにおいて、参加者 1 ⼈ 1 ⼈に対してレースルール全ての内容が守られているか、チェックすると

は限らない。オフィシャルが⽬視した事柄がレースルールの内容と合致していないと確認した場合、ペナ

ルティの対象となる。 

８ レースの運営  

レースはレースルール、⼤会実施要項、ライダースミーティングに基づいて実施される。 

8-1     レースの中⽌と短縮 
レースが天候、海⾯状況、異変、その他の理由で安全秩序に⽀障をきたすと判断された場合、⼤会主催者

によって、⼀部のレースの打ち切りまたは、全部の中⽌が決定されることがある。 

９ レース種⽬  

9-1  クローズドコースレース 
競技⽔⾯上に設置されたマーカーブイを左右に回航しながら周回し、スピードと旋回技術を競うレース。

着順で順位が決められる。 

9-2  エンデュランスレース 
規定された時間内に定められたコースを周回し、周回数の多さを競うレース。 

船体１台 / 選⼿１名にて参加ができる。 

9-3  フリースタイル 

１０ ライダーライセンス / クラス  

10-1  クローズドレース 
クローズドレースは、会員が任意に選択したクラスに分かれて⾏なわれる。レースのクラス、参加資格ラ

イセンスについては別の表に⽰す。 
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10-2  ライセンスとレースクラス 
ライセンス / レースクラス … 別表のライセンス表を確認ください。 

① マシンの改造範囲については、レギュレーションブックで確認すること。 

② 技量審査をパスした新規会員は、ノービスライセンスの各クラスに登録することが出来る。 

③ 上記クラス以外に別途開催する場合がある。 

④ 毎年継続しない限り、ライセンスの保持はできないものとする。年度更新なく、再度登録された場合

はノービスライセンスからの参加となる。 

１１ レース参加  

11-1  レースへの参加 
レースへの参加希望者は、⼤会要項に従って所定の⽅式で参加申込をした上で参加費を⽀払うこと。未成

年者の場合は保護者の承諾捺印と署名を必要とする。 

参加申込(各種所定の⽅式)が受理され、参加費⽤の⽀払いが確認されると参加資格を有する。各レースの

要項及び参加申し込み要領は、ホームページの案内をもって告知される。 

11-2  各レースクラスへの参加資格 
個⼈会員は前年のレースの総合成績や技量、経験により、定められたレースクラスへの参加資格が与えら

れる。新規個⼈会員は、事務局が定める学科テスト及び技量審査に合格しなければならない。 

資格の有効期間は 1 ⽉から 12⽉末までとする。個⼈会員の資格を失ったときこの資格は無効となる。 

11-3  ⼤会参加者の責任 
⼤会参加者は、各⾃の危険負担でレースに参加することを選択したものであり、⼤会中・⼤会会場への往

復の途上において発⽣した事故に対する責任を⼤会主催者・当協会に⼀切追及することはできない。 

また、協会役員・⼤会オフィシャルスタッフは、その職務に最善をつくすが、仮に協会役員・⼤会オフィ

シャルスタッフの⾏為に起因して、レース参加者・ピットクルー・サポーター・レース艇に損害が発⽣し

た場合も、協会役員・オフィシャルスタッフ・⼤会主催者は⼀切の責任を負わない。 

11-4  保険への加⼊ 
主催、承認をするレースに参加しようとする選⼿は、全てスポーツ保険に加⼊しなければレースに出場で

きない。（年会費内に含まれており、年会費⽀払い時⾃動加⼊）参加選⼿のみ対象。 

11-5  エントリー/受付 
1)  エントリーの少ないクラスの処遇 
① エントリー締切り時に、正式参加者が５名以下のクラスは、他のクラスと⼀緒に混⾛させることがあ

る。周回数は下位クラスの周回数とする。 

② ３名未満のクラスは、レースを中⽌する場合がある。 

③ シーズン開催期間中において参加選⼿が増加される⾒込みのないクラスは他クラスに編⼊される場合

がある。 

④ エンデュランスクラスは６艇以上の参加がなければ中⽌とする。 

2) ⼤会受付 
① ⼤会受付は⼤会⽇までに設定された期間内において「事前受付」をすること。 
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② 事前受付にて、参加選⼿、⼩型船舶免許証、船舶情報などを記載し提出しなければならない。 

③ 事前受付が未提出の場合、当該レースポイント −15ポイント のペナルティが課せられる。 

④ 事前受付が提出されていても、⼤会当⽇に⼩型船舶免許証・船舶書類は必ず持参しなければならな

い。また⼤会中に提出を求める場合がある。 

⑤ ⼤会当⽇に⼩型船舶免許証・船舶書類を持参していない場合は当該レース失格となる。 

⑥ 受付内容の情報に、虚偽、間違いがあった場合、ペナルティ対象となる場合がある。 

⑦ 年間⼤会回数に対して、半数以上の受付未提出、内容不備の場合はペナルティの対象とする。 

11-6  エントリー費やその他費⽤の返却 
⽀払われたエントリー費、その他の料⾦についての返却は⼀切⾏わない。 

※環境などにより協会が判断した⼤会中⽌などの場合は、⼤会事務局より案内されます。 

11-7  エントリー費の規定 
エントリー費は当協会によって規定される。環境・状況により価格改定される場合がある。 

PRO：30,000 円(税込) 

PRO-AM / OPEN / Expert / Novice / Masters：25,000 円(税込)  

Vintage：18,000 円(税込) 

エントリー補助の対象：W エントリー / 親⼦エントリー / 兄弟エントリー（PRO クラス以外のみ対象） 

※  その他特別な企画によって設定された補助などは、事前に案内された内容を確認すること。 

11-8  出場できるイベント数 
1 ⼈の選⼿が 1 ⼤会で出場できるレースは、トリプルエントリーまでとする。 

※トリプルエントリーなどによりヒート順の⼊替などは必ず事前に相談すること。⼤会当⽇のヒート順の

⼊れ替えは認められない 

11-9  エントリーチェック 
協会は各⼤会に申し込まれたエントリーによって構成され、選⼿のエントリーチェックは⾏わないものと

する。エントリーチェックは、各チームのチームキャプテン、個⼈選⼿の責任において⾏われる。 

全ての参加者は、⼤会受付として事前受付を提出し完了していなければならない。 

11-10  レース艇の取扱い 
1) 主催及び公認のレースで使⽤するレース艇は、⼤会事前受付に申請すること。 

2) 本登録艇とは別にサブ艇の登録をする事ができる。サブ艇の使⽤は本登録艇と同じようにセーフティ

インスペクションを受験しなければならない。 

3) 他のレース艇を借⽤し変更することが出来る。但しクラスに応じたマシンレギュレーションに合致し

セーフティインスペクション番号が割当られていること。 

4) レース艇を変更する場合は申請する事。⼤会当⽇に艇の変更届/サブ艇登録を申し出、提出すること。

当該ヒートがスタートした時点で申請・登録された船体でない場合、当該ヒート失格となる。 

5) 当該レース中にできるレース艇の変更は、サブ艇・借⽤艇を含む 2回までとする。例：本艇→サブ艇

→本艇 ・ 本艇→サブ艇→借⽤艇  

6) 臨時航⾏検査は、継続利⽤はできないものとする。（年に⼀度だけ可能）※但し 1 ヵ⽉以内に数回レ

ースが開催された場合、2 艇以上所有する場合は 1 艇 1 回まで免除する。 
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7) 法定備品などは、テント内に保管し、速やかに提⽰できる状況とする事。 

8) 改造艇は必要に応じて JCI の定める改造申請をし、その内容（仕様）を記載される事が望ましい。 

9) 国内販売純正メーカーでない船体の場合、その船体の販売責任者において JJSA 事務局に船体申請を

提出しなければならない。 

① JCI にて検査が完了し、合格した船体。 

② その船体の純正となる状態の各⼨法、重量、形状などを申請する必要がある。 

③ 船体写真を提出する場合必ず 1 台の船体を指定の⾓度にて撮影し提出する事。 

④ 申請者において登録されている画像が複数台を⽤いて同じ船体でないとみなされた場合は承認を無効

とする場合がある。（再申請） 

⑤ 申請後の承認登録がされていない船体で⾛⾏した場合、違反とする。 

⑥ 承認登録されている船体が不明な場合は、協会に確認を⾏う事。 

11-11  参加者の遵守事項（参加選⼿に関わる全ての関係者含む） 
⼤会参加者は次の事項を守らなければならない。ペナルティ対象とする。 

⼤会参加者とは選⼿及び選⼿の関係者とみなされた者も含む。 

選⼿やチームリーダーが責任を持って関係者に注意喚起・ルール厳守を徹底しなければならない。 

1) ⼤会開催期間中は、ルールブックに従って⾏動し、全ての⾏動に対して責任を持たなければならない。 

2) 常にスポーツマンとしての態度を保ち虚偽の申請をしない事や暴⾔を吐いてはならない。 

3) オフィシャルの指⽰に従わなければならない。 

4) ⼤会開催中はテント内にアルコール飲料などは持込んではならない。 

5) 刺⻘、タトゥー等が露出することは固く禁ずる。ペナルティの対象となる。 

6) ガソリンやオイルの取り扱いに注意し、⼤会会場を汚してはならない。 

7) ガソリンなどの保管には、ガソリンテント・消化器・⽕気厳禁などを徹底しなければならない。 

8) テント内においてアルコール飲料など禁⽌されている物を確認した場合、アルコール⼜は薬物の影響

が認められた場合、⼤会への出場を禁⽌する。当該レース失格。（選⼿/チームクルーなどチーム関係

者なども含む） 

9) 同様の影響が認められた選⼿(チームクルーも含む)は、⼤会が⾏われている時間内にオフィシャルエリ

ア(ステージングエリア及びインスペクションエリア)へ⼊ってはならない。また選⼿以外の選⼿関係者

にも適応するものとする。関係する選⼿やチームにペナルティが課せられる。 

10) 喫煙（電⼦タバコ含む）している状態で、⼤会会場を歩き回ってはならない。喫煙（電⼦タバコ含

む）は会場内の定められた場所で⾏うこと。チームテント内で喫煙（電⼦タバコ含む）する場合は必

ずガソリン保管⽤テントを設置する事。ただし会場によっては、喫煙場所を指定される場合がある。

確認された場合ペナルティの対象となる。 

11) ⼤会参加者全てにおいて、いかなる場合であっても刺⻘(ファッションタトゥーも含む)を露出しては

ならない。 

12) 全てのレースにおいて、⽔上で負傷した選⼿や⾛⾏不能のマシンを発⾒した場合、最寄りのオフィシ

ャルにその位置と状況を報告する義務がある。また急を要する時は他の選⼿と協⼒してレスキューす

ること。  
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13) ⼤会会場内やレース⾛⾏中に、⼤会機材(ブイ・タワーなど)などを破損・毀損させた場合、責任をも

って賠償しなくてはならない。 

14) 負傷した選⼿は、有資格の医療関係者及びオフィシャルにより、選⼿⾃⾝及び、他の参加者に対して

も危険でないと判断されない限りレースに出場することはできない。  

15) チームリーダースミーティングもしくはライダースミーティングに必ず出席すること。(当該レース

のリーダーもしくは選⼿本⼈）⼤会に応じてミーティング対象が変更される場合がある。  

・チームリーダースミーティングはチームリーダーの出席によるミーティングである。チームリーダ

ーは伝えられたことを参加選⼿全てに伝えなければならない。内容によっては参加選⼿関係者にも伝

えなければならない。 

・ライダースミーティングは選⼿本⼈が出席するミーティングである。選⼿本⼈がミーティングを⽋

席した場合、⼤会参加する事はできない。ペナルティ対象。 

16) ミーティングは、レースディレクターまたはレースディレクターに指名されたオフィシャルによって

⾏われる。 

17) 点呼によってリーダー/選⼿参加の確認を⾏う。このミーティングに⽋席または、遅刻したリーダー/

選⼿は、チームペナルティ/選⼿ペナルティの対象となる。 

18) 他の選⼿・関係者、⼤会運営関係者に対して、秩序ない⾏動や暴⾔、⼤会進⾏を乱してはならない。

限度を超える⾏動や暴⾔、⼤会進⾏の停⽌状態となった場合ペナルティ対象とする。 

11-12  選⼿の備品・装備 
備品 ( オフィシャルチェック項⽬ ) レース当⽇に不備が有ると、ペナルティ(失格)の対象となる。 

1) ⼩型船舶検査済票(中間検査済票を含む)、都道府県名の表⽰及び、年票の艇体への貼付 

2) ヘルメット 

3) ボートナンバーの表⽰（⾒えやすい表⽰であること。バックグラウンドも確実に） 

4) ライフジャケット 

5) レース参加に有効なウエアー等 

6) 脊髄パット  (ランナバウト・スポーツクラスは脛当て。全クラスはネックガードなどの保護装備) 

7) ゼッケン 

8) 使⽤する艇には「曳航⽤ループ」を取り付けること。 

＊曳航ループは太さ 3mm 以上の⾦属製（ワイヤー製）を使⽤しなければならない。 

＊取付けたワイヤーの直径は 10cm 以上のループにしなければならない。 

＊曳航中に曳航ループが切れた場合などレッドカード（当該ヒート失格）。 

9) その他⼤会実施要項に記載されているもの。 

11-13  ヘルメット 
1） 乗艇中の選⼿は、必ず着⽤すること。(顎ひもを締めなければならない) 

2） オフロード型に限る（フルフェイス・ジェットタイプ・システムタイプ・ハーフタイプは不可） 

安全基準（PSC/SG/JIS/SNELL/DOT/ECE/MFJ/SHARP/FIM/ISI その他を満たしている物） 

※ その他の安全規格基準、記載のない場合は事前に写真（本体・規格マークなど）を添付の上、インス

ペクションへお問い合わせください。チンガード付きとし、オフロードタイプのみ承認（フルフェイス、

ジェット、システム、ハーフは×） 
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3） 危険を及ぼす突起物の取り付けは禁⽌。 

4） ヘルメット全体の 70％以上を明るい⾊合いにしなければならない。⾊⽬的に⾜りないと指摘された場

合はステッカーやカッティングシート等で基準を満たす程度まで補正しなければならない。 

5） ⽔上⾯において、ヘルメット/顎紐を外してはならない。 

11-14  ライフジャケット 
1） 乗艇中の選⼿は、必ず⽔上オートバイ⽤を着⽤すること。（ベルト、バックルは必ず⽌めること） 

2） ⽇本⼩型船舶機構(JCI)が認めた物でなければならない。 但し膨張式または脱げやすいものは禁⽌する。 

3） JCI 認定マーク必須。JCI にてジャケットのみの持込検査も⾏える。 

メーカーによっては同型であってもサイズにより認可の取れてない物も存在します。要確認。 

＊JCI 認可外のライフジャケット着⽤の場合は、ペナルティ対象とする。 

＊JCI 認可されていても⽔上オートバイ⽤でなければならない。例：ウェイクボード⽤・ボート⽤などは

不可。ペナルティ対象。 

11-15  その他の装備 
1) レース開催エリアでの⾛⾏は必ずヘルメット、ライフジャケットは着⽤する事。全⾝を覆う⾐類着⽤

が必須です。国内安全基準として定められております。 

2) グローブ及び靴を着⽤すること。 

3) ガラス製のゴーグルの使⽤は禁⽌する。 

4) 堅牢な脊髄パットを装着しなければならない。これに違反した場合は、当該ヒート失格とする。その

他、プロテクター等の装着指⽰のあるものは⼗分な⼤きさと強度のあるものを使⽤しなければならない。 

5) 全クラス、ネックガードを装着しなければならない。 

6) レースディレクターにより危険なものを着⽤及び装着していると判断された場合は、参加を認めない。 

7) 装備品・船体部品などの脱落において、オフィシャルが捜索・回収するとは限らない。⼀切の責任は

負わないとする。 

8) 使⽤禁⽌の権限 

レースにおいて選⼿が使⽤する法定装備品及びプロテクターが、前述の条件を満たしていても⾝体に合っ

ていない、⽼朽化して適格でないと判断された場合、レースディレクターはこれらの使⽤を禁⽌する権限

を有する。 

※ 装備未装着、脱落などの場合は当該ヒート失格とする。 

※ その他、プロテクター等の安全装着も強く推奨する。 

11-16  ボートナンバリングシステム 
1) ボートナンバーは、競技を審議する為に張り付け、オフィシャルスタッフに⾒えるようにしなければ

ならない。 

2) レースジャッジにおいてオフィシャルが確認できないボートナンバーは、ジャッジしないものとす

る。その場合の抗議は受け付けないものとする。 

3) 全てのライダーは、レース艇に定めたバックグラウンドと、ナンバーを、定められた位置に表⽰しな

ければならない。 
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4) ダブルエントリー以上の場合、船体の⼊替えであっても、定められた位置に⾃⾝のゼッケンナンバー

を必ず表⽰しなければならない。ダブルエントリー以上においてバックグラウンドとナンバーのカラ

ーが当該クラス指定のカラーでない場合は申告を必ず⾏う事。 

11-17  クラスのナンバー サイズ 

バック縦 25ｃｍ 横 25ｃｍ以上（縁取りの場合は 5cm以上） 

ナンバー縦 22ｃｍ  横 10ｃｍ以上  ⽂字間 2.5ｃｍ以上 

※デザイン⽂字は不可（事前確認が必要） 

※PWC のスピードが速くなった為、確認が難しい。 

いかなる場合も読めないゼッケンは、審議対象外としカウントしない事とする。張替えの指⽰に従わない

者はペナルティの対象とする。 

11-18  スポンサーデカール 
プロモーター及び、レースディレクターから要請があった場合、スポンサーのデカールを、レース艇及び

選⼿に表⽰することを要求することがある。これに従わないときは参加を認めない。 

11-19  ゼッケンナンバー 
1) 背中のゼッケン表⽰の義務は無くなりました。 

2) 背中にゼッケン表⽰する場合はボートナンバーと同じであること。異なるナンバーの場合はペナルテ

ィ対象ただしスポンサーの付いた⼤会でゼッケンを⽀給された場合これを着⽤すること。スポンサー

の名前、⾃分の名称をゼッケンベスト等に表⽰しても良い。⽀給されたゼッケンに⾃分のスポンサー

のロゴを貼付しても良い。 

11-20  オフィシャルエリア  (⼤会スタッフが管理する場所) 
本部・受付・スターティングエリア・インスペクションエリア・救護エリア・スタッフ待機場所など 

1) スタッフ関係者以外は、オフィシャルエリアに⼊ってはならない。 

2) 参加選⼿はレース中のスターティングエリア・インスペクションエリアは可とする。 

3) その他、状況に応じて⼤会スタッフが認めた場合のみ⼊る事ができる。 

＊12-24 インスペクションエリアへの⼊場者  参照 

＊13 - 4 スターティングエリア内への⼊場者 参照 

１２ テクニカルインスペクション  

12-1  インスペクション 
1) レース終了後、全艇インスペクションを受けなければならない。決勝については上位５艇までが対象

となる場合がある。 

2) インスペクションエリアでは、注意喚起を表⽰・掲⽰する。 

GP PRO クラス  ＝  バック⿊⾊  /  ナンバー⽩⾊ 

エキスパート・Pro-am・VT550A ＝ バック⽩⾊ / ナンバー⿊⾊ 

Novice・VT550B ＝ バック⻩⾊ / ナンバー⿊⾊ 

マスターズ  ＝  バック⿊⾊  /  ナンバー⽩⾊ 

VINTAGE  550 クラス以外  ＝  バック⾚⾊ / ナンバー⽩⾊ 
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3) レースディレクターまたは、テクニカルディレクターの要請を受けた場合、全ての参加者はセーフテ

ィーインスペクション(安全検査)、テクニカルインスペクション(技術検査)に応じなければならない。

検査内容及び ⽅法については、各ディレクターの指⽰に従うこと。 

4) テクニカルディレクターの指⽰に従わない場合はペナルティが課せられる。 

5) インスペクション時には選⼿もしくはメカニックのみ会話できる。 

6) 異議申⽴はチームキャプテン/選⼿本⼈が⾏う。 

7) チーム関係者及びメカニックの⾔動・⾏動・失⾔・暴⾔や違反⾏為などは、そのチーム及び選⼿の責

任とする。＊チームペナルティ対象とする。  

8) レースディレクター、テクニカルディレクターにより、解放不可のマーキングを施される場合があ

る。その封印を許可を得ずに切った艇体についてはペナルティ（RED）の対象となる。 

9) 成績の確定は、レース後のテクニカルインスペクションによって決定される。 

12-2  セーフティーインスペクション(安全検査) 
1) 全てのレース艇は、安全のためのセーフティーインスペクションが実施される。 

2) 他の選⼿に、危険を及ぼす改造をしていると確認されたレース艇は、テクニカルディレクターによっ

て、レースから排除されることがある。 

3) セーフティーインスペクションは、安全装備・法定備品・安全保護具などの安全⾯においた検査であ

り、マシンテクニカルは検査しない。⼤会中のインスペクションに該当しないものとして理解する

事。インスペクションにおいて不合格になってもテクニカルスタッフは⼀切の責任を負わない。 

4) レース艇が該当クラスへ参加する資格を、認定及び参加を正式なものとして証明するものではない。 

5) ヘルメット、ライフジャケットなど、全ての備品ならびに証書類を、セーフティーインスペクション

のために⽤意しなければならない。 

12-3  インスペクションエリアへの⼊場者（ヒート終了後は必ず⽴ち寄る事） 
1) インスペクションエリア内に⼊場できるのは、マシンに関係する選⼿とピットクルーに限る。 

（艇の引き上げ、搬出⼊の際に限り複数⼈の⼊場を認める。作業後は直ちにエリア外に退出すること） 

2) 受検の際は、レース艇に搭乗した選⼿とメカニック 2 名の計 3 名までとする。 

12-4  インスペクションを受けるレース艇の拘束 
1) 当該ヒートに出場した選⼿と、レース艇は全て当該ヒート終了後にテクニカルディレクターもしくは

インスペクターの指⽰する場所へ移動し、待機する事。シート・フードの開放は指⽰があるまで開放

してはならない。もしくは指⽰を仰ぐ事。無断開放はペナルティの対象になる。 

2) テクニカルインスペクションにおいて、ヒート出⾛者の最終確認を⾏う。確認が取れない選⼿に対し

ては、順位の対象外とする。（対象順位外であってもインスペクションを⾏う場合がある） 

12-5  拘束中のレース艇の使⽤ 
インスペクションを受けるよう指摘のあったレース艇を、他の選⼿がテクニカルディレクターの許可を得

て使⽤し、その選⼿は、レースが終了したら直ちにインスペクションエリアに戻し速やかにインスペクシ

ョンを受けなければならない。またその際違反が発⾒された場合は、拘束中のすべてのレースに対してペ

ナルティが課せられる。 
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12-6  拘束中のレース艇の管理責任 
拘束中のレース艇の管理に関してテクニカルディレクター及びインスペクターは責任を負わない 

12-7  燃料規制 
使⽤できるガソリンは、次の項⽬のすべてに合致していること。 

1) 競技⽤ガソリン（持続可能なバイオマス原料を主成分に使⽤しているもの）、または⼀般市販されて

いる無鉛ガソリンに限る。 

2) 航空機⽤燃料（AV ガス）、有鉛ガソリンは使⽤禁⽌。 

3) 鉛を含有している潤滑オイルは使⽤禁⽌。 

4) 燃料検査において違反が発⾒された選⼿は、その検査費⽤を実費負担すること。 

12-8  騒⾳規制 
騒⾳値は 15ｍ離れた場所で計測 86db 以下とする。練習⾛⾏及びレース⾛⾏中に計測を⾏う。 

レースディレクター、テクニカルディレクターの⾒解で単独⾛⾏を要請し、⾳量の計測を⾏う場合があ

る。その場合の計測場所、計測⽅法は各ディレクターにより確定する。 

計測時チーム員等の同伴は認めるが、部外者の同⾏は不可。異議については申⽴書にて⾏う事。 

1) 選⼿及びスタッフは、会場の騒⾳防⽌に努めること。 

2) レースディレクター、テクニカルディレクター、⼤会審査委員⻑は、周囲の環境配慮上、⾼いと判断

される場合は、単独で騒⾳低減を指⽰し連帯して出場停⽌または、会場外へ持出し等を命ずることが

できる。 この場合、当該レース艇の排気⾳等の計測値が、基準内であるかどうかに係わらず、計測を

⾏うことなく指⽰することができる。 

3) 全艇陸上（スタートエリア内も）での空ふかしはサイレンサーを使⽤する。 

＊サイレンサー未装着は、ペナルティが課せられる。 

＊サイレンサーは、材質は問わないが必ず消⾳できるものとする。 

4) スタート時は、ポンプアップしての空ふかしは禁⽌する。オフィシャルスタッフに申し出た上で、サ

イレンサーを使⽤し認める場合がある。 

※２サイクル艇は認める。 

１３ レース  

13-1  スタートグリッド 
最⼤艇数 スタートグリッドに⼊るレース艇の、最⼤艇数は次の通りとする。 

1) Novice ・ VINTAGE = SKI・SKI−X  10 艇 

2) Novice ・ VINTAGE = RUNABOUT・SPORTS  8 艇 

3) エキスパート・Pro-Am ・ WOMEN ・ OP = SKI ・ SKI−X  12 艇 

4) エキスパート・Pro-Am ・ WOMEN ・ OP = RUNABOUT  10 艇 

5) GP = SKI  16 艇 

6) GP = RUNABOUT ・ SPORTS  12 艇 

⽬安であり、各クラスの参加艇数及び、⼤会会場によって前後する可能性がある。 
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13-2  スタート位置の選定⽅法 
予選のスターティングポジションは、抽選によって決める。敗者復活、準決勝及び決勝のスターティング

ポジョンは、予選、決勝⼜は第 1 ヒートのフィニッシュ順位によって選択できる。 

抽選⽅式は、⼤会によって変更される場合がある。 

13-3  ⼊場⽅法 
1) スターティングエリアへの⼊場は、前ヒート最終艇がフィニッシュするまでに⼊らなければならな

い。 

2) エリア内に選⼿もしくはホルダーが⼊らなければペナルティが与えられる。 

3) 艇のトラブルや艇の搬出などにおいて選⼿がゲートインできない場合は、フォルダーが速やかに理由

を申し出なければならない。 

4) 申し出がない場合。ホルダーの２ミニッツホールドは認められない。 

13-4  スターティングエリア内への⼊場者 
1) 規定数のホールダー及び１⼈のメカニックだけがスターティングエリア内に⼊ることが許されてい

る。＊サイレンサー保持者はホールダーとみなさない。 

2) スターターによるエンジンスタートの指⽰が出る前にはメカニックはスターティングエリアの外に移

動すること。 

3) 天候、その他の状況により、ホールダーの増員を告知することもある。 

13-5  スタートの種類 
スタートには次の⽅法がある。 

1) ⽔中スタート(ゲート・フラッグスタート) 

選⼿は、艇と共にゲートに並び、スターターの合図によりエンジンを始動し、スターターの合図でス

タートゲートがオープンまたは、スターターのフラッグにより、合図後スタートとなる 

2) ローリングスタート 

3) 陸上スタート(ル・マン式) 

陸上に整列した選⼿は、スターターのスタート合図により、⽔辺に置かれている艇に駆け寄り、エンジン

を始動しスタートする。 

13-6  スタート⽅法 
数字「2」及び「1」の合図（シグナル） 

1) 当該ヒート参加選⼿（ホールダー）は、前ヒート最終艇がフィニッシュするまでに⾃⾝のグリッドに

⼊場して待機すること。 

2) スターターよりヒートナンバー、周回数がコールされた後、笛と指⽰によるエンジンスタートの合図

がなされる。それに応じてエンジン始動。不具合ある場合はライダーがスタート延期（次項１３−

７）へ移⾏。 

3) スターターが全艇のエンジン始動の確認ができたら、カード２/レッドシグナルを表⽰。その際にはラ

イダー、ホールダーは艇を固定する様に努める。 

4) その後はスターターによって、カード１表⽰、レッドシグナルが消灯したらレースはスタートされ

る。 
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5) スタート⽅法、タイミングなどは⼤会により変更される場合がある。状況に応じてカード式表⽰にて

スタートする場合がある。 

13-7  スタートの延期 
1) レースのスタート時、数字「2」の合図が出ている間のみ、延期要請することができる。 

2) ⼀度、スターターが数字「1」を表⽰したら、レースのスタートを延期要請することはできない。 

3) ヒート毎に、⼀度だけスタート延期「2 ミニッツホールド(2 分間待つ)」が許される。 

4) 「2 ミニッツホールド」後のスタートにおいては、「10 カウントスタート」となり、数字「2」が表

⽰されたら、エンジンが始動しなくても、10 秒後に⾃動的に数字「1」が表⽰される。 

5) 「2 ミニッツホールド」は選⼿本⼈が２本指で⼿を上げなければならない。サポーターの申請は認め

ない。但しマシン⼊替時のみサポーターの申請を許可する。 

6) 「2 ミニッツホールド」中に、スタートグリッドに並んでいない選⼿は、何らかの理由で再スタート

となったとしても、再スタートできない。 

7) 「2 ミニッツホールド」は当該ヒートにつき、2 分までする。ヒート内の選⼿が複数⼈において 2 ミニ

ッツホールドを複数回申請した場合も、2 分以内であれば可能とする。2 分を超えた申請は対象外とし

スタートを進⾏する。 

13-8  スターティングポジション 
1) スキークラスはシグナルによる指⽰がある前に乗り込んでいたり、デッキ上に⾜をかける事を禁⽌とす

る。⾜をのせた事が発覚した場合はペナルティが課せられる。但しディレクターの判断で許可された場

合は除く。 

2) スキークラス全ての選⼿は、スタート後最初のブイに到達するまでの適当な時までにスタンディングポ

ジションの姿勢を取ること。 

13-9  フライングスタート 
スタートゲートが開く前(スタート合図も含む)にフライングがあった場合、レッドフラッグが提⽰され、

スタートはやり直しとなる。通常は下記 13−11 ⽅法によるやり直しとなる。 

状況により、違反のあった選⼿に、１周減のペナルティを与えレースを続⾏する場合もある。 

13-10  スタート時の⾛⾏(妨害⾏為・斜⾏) 
1) レースディレクターは、他の選⼿の妨害となるようなスタートをした選⼿に、ペナルティを課すこと

ができる。 

2) スタート後、最初のブイに到達するまでに急激な針路変更をして、他のレース艇に危険を及ぼす⾏為

をしてはいけない。 

3) 違反のあった場合、レッドフラッグが提⽰されスタートはやり直しとなる。 

4) 違反者には再スタートにおいて「デッドエンジンスタート」または、それ以上のペナルティが課せら

れる。 

5) スタートゲートオープンでスタートできなかった場合、最終艇が第 3ブイを通過した時点でヒートに

参加する事はできない。 
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13-11  デッドエンジンスタート⽅法 
フライングスタート及び、再スタートの原因となった選⼿は、同じ位置で「デッドエンジンスタート」の

状態で再スタートしなければならない。 

レース艇は、ホールダーにサポートされた状態のまま、選⼿はテザースイッチからテザーコードを外し、 

RUNABOUT / SKI-X / SPORTS は、艇に着座のまま。 

SKI は、艇の後⽅にて待機の状態で両⼿はヘルメット上にあげておくこと。その際、テザーコードのツメ

部分を持ってはならない。 

スターティングゲートがオープンするまでは艇、テザーコードの⽖に触れてはならない。 

再度、違反のあったライダーは、 艇から離れた陸上からスタートするか、それ以上のペナルティが課せ

られる。 

13-12  レースの成⽴及び再スタート 
1) 先頭の選⼿が、全周回数の 50%以上を周回している場合は、レースが成⽴する。 

2) この場合、最後のチェッカーライン通過の順で順位が付けられる。 

3) レース中⽌の原因となった選⼿は失格とする。 

4) ラップ数は、先頭の選⼿のチェッカーをもって成⽴する。 

5) レースディレクター及び、オフィシャルの判断で、再スタートを⾏うことができる。 

13-13  レース即時中⽌（レッドフラッグ）の提⽰ 
レース即時中⽌の為にレッドフラッグが提⽰されたら、全てのレース艇は減速し、陸上またはスターティ

ングエリアに戻ること。レース中⽌及び再スタートの原因となったライダーまたは、速やかに再スタート

のできない選⼿には、ペナルティが課せられる。 

13-14  再スタートの無資格者 
もし１周回が成⽴して、レースが再スタートされる場合、当該ヒートにおいて、失格またはスタートして

いない選⼿は、再スタートすることができない。 

13-15  全周回数の 50%未満成⽴で、レースを中⽌したヒートの再スタート⽅法 
トップ艇が、全周回数の 50%未満成⽴でレースが中⽌されての、再スタートが必要とされる場合、最初と

同じスタート⽅法が採られる。選⼿はもとのスタート位置、スタートラインにつかなければならない。前

のスタートで、ペナルティを課せられた選⼿は、再スタートにおいても同じペナルティを要求される。 

13-16  ⾛⾏に関するルール 
練習⾛⾏ 

コースの確認、及びウォーミングアップを⽬的とし、以下の事項を守ること。 

1) フラッグによる指⽰を確認し、その指⽰に従う義務がある。 

2) 通常、予想できない地点での不必要な急減速をしないこと。 

3) いかなる場合も、逆⽅向への⾛⾏をしてはならない。 

4) 他の選⼿への妨害及び、急激で不必要な接近をしないこと。 

5) 転倒、落⽔した場合、後続艇と接触や転倒させる等の事故を防⽌すること。 

6) コースマーシャルによる先導が⼊る場合、先導艇を追い越してはならない。 
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7) すべての参加者は、他艇の⾛⾏状況に応じた⾛⾏を⾏うこと。他艇の逆⾛、接触、転倒、落⽔などの

事例が発⽣することを予想し、常に 2 次災害を回避する余裕を持つこと。 

13-17  危険⾛⾏ 
1) 他のレース艇への無謀で危険な運転、意図的なブロッキング(妨害)、  バンピング(ぶつかり)、クラウ

ディング(押し込み)、チョッピング(波⽴て)は、レースディレクターの判断により、ペナルティが課せ

られる。コース内外において、スポーツマンにふさわしくない⾏為等は、全てライダーにペナルティ

が課せられ  る。もし、それが⼀つのチームによる⾏為であればレースディレクターの判断によりチ

ーム全体にペナルティが課せられる。 

2) レース中に逆⽅向に⾛ってはならない。スピンアウトした選⼿は、他艇の針路を妨害しない状況にあ

る時のみ、コース⾛⾏に復帰することができる。正常にコースを⾛⾏している選⼿の⾛⾏を妨害する

ような⽅法で コースに復帰することは絶対に⾏ってはならない。これらの⾛⾏を⾏った場合は、1 周

減のペナルティまたは、失格となる。 

3) ⾛⾏中のテザースイッチの作動不良は、当該ヒート失格のペナルティが課せられる。 

13-18  オブストラクション(障害) 
レースディレクター、コースマーシャル等が、コース内で停⽌したレース艇がレースの進⾏の障害となり、

危険と判断した場合、選⼿の意思に関係なく移動させることがある。この場合ライダーはコース外の移動

点から再レースを⾏うこと。 

13-19  パッシング(追い越し) 
選⼿は、常に背後から近づく他の選⼿の追い越しに注意しなければならない。オーバーテイキング(追い抜

く)する選⼿は、追い越しに最も安全なルートを考え、追い越される選⼿に、急激な針路変更をさせ接触し

ないよう、追い越しすること。 

13-20  周回遅れ（ブルーフラッグ） 
ラップされるライダーは、コースマーシャルもしくはスターターによりブルーフラッグが振られる。その

際ルールに従い針路を空けること。このフラッグに気づかない場合や無視した場合はペナルティの対象。

針路に復帰する際に、他の選⼿の妨害・危険⾛⾏となるような⾏為はしてはならない。妨害⾏為・危険⾛

⾏をみなされた場合はペナルティ対象（ブラック）とする。 

13-21  選⼿とレース艇 
選⼿とレース艇は、フィニッシュすることが⼀つの⽬的であると共に、選⼿は、理性にかなった操縦をし

なければならない。選⼿と艇が離れ危険を及ぼす場合、ペナルティを課すことがある。レース中に⽣じた

レース艇と備品の損傷や脱落も、それを理由にペナルティを与えられることもある。但し、スロットル及

び、ステアリング機能が停⽌し、本⼈及び他の選⼿に危険を及ぼすような損傷を受けた場合は、速やかに

退出しなければならない。引続いて⾏われるレースに参加する場合は、再度セーフティーインスペクショ

ンを受け、合格しなければならない。 

13-22  転倒・落⽔ 
⾃分が転倒または落⽔した場合、後続艇に接触や後続艇を転倒落⽔させる等の、事故の増⼤を防⽌しなけ

ればならない。後続艇が接近する可能性のある時は、⽔⾯を移動せず、その場所にてヘルメットのチンガ
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ード部分を引き約 10 秒間⽔中にて危険回避することが望ましい。また他の選⼿に対し、可能な限り知ら

せる努⼒をしなければならない。 

1) 負傷していない旨の合図(レスキュー不要の合図) 

スピンアウトして、落⽔または⽴ち往⽣しているライダーは、レスキューが不要の場合、⼿のひらを閉じ

た⽚⼿を頭上に差し上げること。コースに再復帰するには、近くに接近しているライダーに針路を譲っ

て、安全且つ、⼗分な注意を払わなければならない。 

2) レスキュー必要の合図 

レスキューを必要としている選⼿は、オフィシャルが確認するまで ⼿のひらを開いた⽚⼿または、両⼿を

頭上で振り続けること。合図のない落⽔者はレスキューが必要と判断し、レスキュー活動をする。 

3) レスキュー及び船体を牽引された場合は、当該ヒートは再参戦できない。 

4) レスキューされた当該ヒートは、再参加できない。 

5) ⾝体の負傷によってレスキューされた場合、ディレクターが⼤会において安全でないと判断した場合、

当該レースに参加する事ができない。 

13-23  マーカーブイ 
選⼿は、コースに設置されたマーカーブイの周囲を安全に回らなければならない。マーカーブイの完全な

マーキングとは艇のノーズが明確にマーカーブイの周囲を回っている事をいう。 

13-24  ミスブイ （1 ミスブイ 1 周減） 
1) ミスブイした場合、回り直すことは出来ない。ミスブイに気づいた選⼿は、コースに設置された、ミ

スブイ解消ブイ(イレーザーブイ)を回ることにより、ミスブイが解消される。 

2) 同⼀周回に複数のミスブイをした場合、ミスブイした同数、ミスブイ解消ブイを回らなければならな

い。 

3) マーカーブイの上を通過した選⼿は、そのブイがどちら側に浮上してもミスブイと判断される(オンブ

イ)。 

4) チェッカーブイ及び、その他指定ブイをミスした場合はミスブイ解消ブイでは解消出来ない。 

13-25  ミスコース（２周減） 
設置されたマーカーブイの通過順路を逸脱し、コースをショートカットした場合、ミスコースと判断し、

ペナルティが課せられる。危険⾛⾏とみなされた場合、この限りではない。 

13-26  ピットイン（PRO クラスのみ） 
⾃⼒⾛⾏のみピットインしマシンの⼊れ替えが可能。レスキューされ戻された場合は対象外。 

1） 当該レースの事前受付に登録されている船体のみ。 

2） クラスレギュレーションの条件に合った船体のみ。 

3） ゼッケンナンバーが⾛⾏選⼿のゼッケンと違う場合はリタイア扱いとする。 

4） ピットイン・ピットアウト時は、必ず最徐⾏とし⾏き交う他の選⼿の妨害をしてはならない。 

5） コースへの復帰も安全な⾛⾏針路を選択しなければならない。⼤幅なコースのショートカットなどは

してはならない。 

6） ピットイン・ピットアウトの条件は⼤会場所、レイアウトによって決められる。⼤会ごとに確認をす

る事。 
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13-27  チェッカー後の指定ブイ 
チェッカーラインから指定ブイまでの衝突防⽌のために、ゴールした選⼿は減速しながら安全に直進し指

定されたブイに向かい、回航しなければならない。 これを怠った選⼿には、１周減またはそれ以上のペ

ナルティが課せられる。尚、この指定ブイの回り直しはできない。 

13-28  徐⾏   
レース進⾏中の⽔⾯の移動は、いかなる場合であっても徐⾏とする。 

1) ステージングエリア前の移動は、オフィシャルの指⽰に従うこと。 

2) レース中の移動は、レース進⾏の妨げとなってはならない。これらの項⽬に違反した場合は、ペナル

ティの対象となる。 

13-29  チューニングエリア 
スペースがある場合、チューニングエリアが設けられる。 チューニングエリアを⾛⾏する時は、指定ブ

イ間のみ⾛⾏ができる。 全ての選⼿は、レース時と同等の装備を装着し、安全な⽅法で⾛⾏すること。 

13-30  スタート練習の禁⽌ 
レース⽔域内で、スタート練習を⾏ってはいけない。これに違反した場合は、ペナルティの対象となる。

練習⾛⾏時など、レースディレクターより許可される場合がある。 

13-31  コース⾛⾏禁⽌ 
レースディレクターの指⽰がない限り、いかなる場合でもレースコースでの⾛⾏は禁⽌する。 

13-32  フラッグルール 
■ イエローフラッグ・コースマーシャル 

1) コース上に危険があることを⽰す。このフラッグが提⽰されたら、減速して安全な⽅法でレ-スを続け

ても良いが、注意を怠らず危険物に注意を向けていなければならない。 

2) このフラッグが提⽰されれば、先⾏艇を追い越してはならない。 

3) プラクティスランのスタート合図としても使⽤される。 

4) コースマーシャルは、存在⾃体がこのフラッグと同じ意味を持つ。コース上にコースマーシャルがい

る場合、必ず選⼿は危険を回避できるスピードに減速し、安全にその現場を通過しなければならな

い。これらに違反のあった選⼿には、コース  1  周減または、それ以上のペナルティが課せられる。 

🟥 レッドフラッグ 

直ちにレースを中⽌することを⽰す。このフラッグは、レースディレクターまたは、オフィシャルに

よってレースを続⾏するには安全でないとみなされた時に使⽤される。選⼿は最⼤限の注意を払って

スタートラインに戻らなければならない。レースディレクターまたは、オフィシャルの指⽰がない限

り選⼿はコースに出ることを禁⽌する。 

■ ブラックフラッグ 

レースディレクターの指⽰により、このフラッグを提⽰された選⼿は速やかにコースから離れ、レー

スディレクターのもとに出頭しなければならない。このフラッグを受けた選⼿は、レースディレクタ

ーの裁量でペナルティが課せられる。 

■ ブルーフラッグ  
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その選⼿は、周回遅れの状態にあることを⽰している。ラッピングされる選⼿は、針路を空けなけれ

ばならない。妨害した場合は、ペナルティが課せられる。 

□ ホワイトフラッグ  

最終ラップに⼊っていることを⽰している。 

 チェッカーフラッグ  

レースの終了を⽰している。選⼿がこのフラッグを通過するとき、レースを完⾛したことを⽰している。 

※ フラッグによる指⽰を無視した場合、レースディレクターの裁量によりペナルティが科せられる(チェ

ッカー・ホワイトフラッグは除く)。 

※  周回数の半分の所で、ホワイトフラッグとチェッカーフラッグをクロスで掲⽰する。 

13-33   レース会場での注意事項 
1) チューニング(エンジン調整)は、指定されたエリアで⾏うこと。 

2) 電動機付乗り物は、原則使⽤してはならない(バギー・ミニバイク・モーターサイクル等)。但し会場に

よって艇搬⼊出の為に認める場合がある。(⼈員の移動⼿段としての使⽤はしてはならない。ペナルテ

ィ対象。） 

3) 消⽕器：各公認チーム及び個⼈参加者は、最低 1 個以上の「ABC 式化学消⽕器 3 型」以上の物を、

ピットエリア内の⼿の届く範囲に常備すること。消⽕器は、製造会社指定の対応年数期間内の物であ

ること。これに違反する場合、テントの撤去を命じることがある。 

4) 燃料容器：消防法(危険物の規制に関する規則)で定める運搬容器の基準に適合していなければならな

い。⾦属性容器の最⼤容積は 50 リットル以下で、 ポリタンクの使⽤は厳禁とする。 

5) 容器は、⽕気から離れた、直射⽇光の当たらない所に保管すること。 

6) 給油：ガソリン及びオイルの給油は、陸上で注意深く⾏い、⽔⾯及びビーチに絶対に油をこぼしては

ならない。ガソリン容器、給油中の艇の近くでの⽕気は厳禁とする。 

7) ガソリン給油の際はチームテントにおいて喫煙も禁⽌する。対策がされるまで、当該エリアでの喫煙

は認められない。ガソリン保管⽤テントを設置する事。 

8) いかなる場合も、⽔⾯上にガソリンやオイルの流出があってはならない。※ペナルティが課せられる。 

１４ オフィシャル資格制度  

レースの安全公正且つ、秩序ある運営のため、また PWC の普及と選⼿への安全指導、ルールやマナーを守

るために公認資格を設ける。 

14-1 公認オフィシャル 
オフィシャルスタッフの資格と任務 
レースを運営するオフィシャルは、公認オフィシャルの資格を有する者、もしくは事務局より任命された者

でなければならない。 

14-2 ⼤会審査委員会 
⼤会審査委員の資格と任命 
⼤会運営に⾒識のある⼈物を、⼤会毎に⼤会審査委員⻑(1 名)と、審査委員(若⼲名)として事務局が任命し、

⼤会審査委員会を構成する。 

⼤会審査委員会の任務と権限 
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1) レースが公正且つ安全に運営されているか監視し、レースルールに違反した⼈に対して懲戒処分を⾏う。 

2) レースディレクターが下す判定について、必要がある場合レースディレクターと協議し最終的な裁定を

下す。 

3) 将来のレース運営に役⽴てるために、事務局が受付けたレースに関する苦情について、⼗分審議する。 

4) レースが天候、海象、異変等の理由で、安全確保に⽀障をきたすと判断する場合、レースの⼀部を打切

り、⼜は中⽌を決定する。 

14-3   レースディレクター 
レースディレクターの資格と任命 
オフィシャルの有資格者の中から、⼤会運営に⾒識が有り各ポジションの任務と権限を熟知した⼈物を、事

務局が⼤会毎に任命する。 

レースディレクターの任務と権限 
1) コース、スターティングゲートの設定を⾏い、レース中必要がある場合、コースマーシャル及び、ゲート

に指⽰し修正を⾏う。 

2) レースを円滑に進⾏させる為、各ポジションの任務について必要がある場合、各ポジションのチーフに対

し随時指⽰を⾏う。 

3) 各チーフから、報告を受けた内容について判断を下す。その判断について必要がある場合は、⼤会審査委

員会と協議する事ができる。 

4) レース中の違反者へのペナルティを含め、レース全般の監視を⾏う。 

(ア) 懲戒処分を発する権限ルール違反を犯した参加者に、懲戒処分を与える権限を持っている。この懲戒処

分の内容は、参加者の参加資格の剥奪及び、レースからの排除に限定される。 

(イ) 参加資格剥奪以上の懲戒処分 レースディレクターによる、参加資格剥奪以上の懲戒処分は、⼤会審査委

員会もしくは理事会の権限に属する。 

(ウ) 技術、計測の判断と要請  レースディレクターは、ラップ数の計算⽅法及び全ての技術、計測装置が完全

に機能しているかどうかの判断を下すと同時に、セーフティーインスペクション及び、テクニカルインスペク

ションをするように、随時テクニカルディレクターに要請することができる。 

14-4   テクニカルディレクター / インスペクター 
テクニカルディレクター / インスペクターの資格と任命 
オフィシャルの有資格者の中から、エンジン、船体に関する技術上の知識が豊富で、適任と考える⼈を⼤会

毎にテクニカルディレクターとして事務局が任命する。 

テクニカルディレクターの任務と権限 
1) セーフティーインスペクションを実施することができる。テクニカル インスペクションを⾏い、レース

艇の種類毎の改造許容範囲に合致しているかチェックをしなければならない。 

2) 全てのレース艇の、どのようなパーツでもインスペクションを⾏う権限を有し、その結果を随時スコアラ

ーへ報告する。 尚、違反が発⾒された場合、その内容に応じてペナルティを下す権限を有し、レースデ

ィレクターにその内容を報告しなければならない。 

3) 各インスペクションを⾏いその結果をテクニカルディレクターへ報告する。 

4) ヒートの出⾛者を最終確認する。 
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14-5 レフリー 
チーフレフリーの資格と任命：オフィシャルの有資格者の中から、レース運営に⾒識が有り、レフリーの任

務と権限を熟知し、適任と考える⼈をチーフレフリーとして、⼤会毎に事務局が任命する。ジャッジシート

はレフリーによって保管され公開しないものとする。 

チーフレフリーの任務と権限 
1) レースディレクターの指⽰の元、レフリーを統括しレースの監視を⾏う。 

2) レフリーの発⾏したジャッジシートの内容を確認し、スコアラーへ提出する。 

3)  スターター、ゲート及びコースマーシャルから、違反⾛⾏の報告があれば、ジャッジシートにその内容を

記載し、スコアラーに提出する。 

4) 提出するジャッジシートの内容について、ペナルティを下す権限はない。 

5) レースディレクターより、ジャッジシートの内容について問われた時は回答できるよう、把握しておかな

ければならない。 

レフリーの任務 
1) チーフレフリーの指⽰に基づき、レースの監視を⾏う。 

2) レース中の違反⾛⾏及び、ミスブイの監視を⾏う。 

3) 違反⾏為を確認した場合、ジャッジシートへ記⼊しチーフへ提出する。 

14-6 スターター 
チーフスターターの資格と任命 
オフィシャルの有資格者の中から、レース運営に⾒識が有り、スターターの任務と権限を熟知し、適任と

考える⼈をチーフスターターとして、⼤会毎に事務局が任命する。 

チーフスターターの任務と権限 
レースディレクターの指⽰に基づき、スターターを統括し、レースの進⾏を⾏う。 

スターターの任務と権限 
1) チーフスターターの指⽰に基づき、レースの進⾏を⾏う。 

2) レースコースの状況を把握し、コースの安全確保に努める。 

3) スタートの指⽰を⾏う。 

4) レース中は常にコース全体の状況を把握し、必要と判断すれば、グリーン、イエロー、レッド、ブル

ー、ホワイト、チェッカーのフラッグで⾛⾏指⽰を⾏う。 

5) レースを円滑に進⾏するため、コースマーシャルと連絡を取り、レース中はコース全体の状況を把握

し、違反⾏為の監視、必要場所へのコースマーシャルの移動指⽰、レスキュー指⽰を⾏う。 

6) レース中の違反⾏為を発⾒した場合、すみやかにチーフレフリーにその内容を明確に報告する。但

し、ペナルティを下す権限はない。 

7) レースディレクターの指⽰に従い、ブラックフラッグの掲⽰を⾏う。 

8) レースディレクターの指⽰に従い、選⼿へペナルティの告知を⾏う。 

9) 先頭ライダーの周回数を確認する。 

14-7 ゲート 
チーフゲートの資格と任命 
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オフィシャルの有資格者の中から、レース運営に⾒識が有りゲートの任務と権限を熟知し、適任と考える

⼈をチーフゲートとして⼤会毎に事務局が任命する。 

チーフゲートの任務と権限 
1) レースディレクターの指⽰に基づき、ゲートを統括し、レースの進⾏を⾏う。 

2) 海⾯の状況に応じて、レースディレクターに、スタートゲートの位置及び幅の指⽰を仰ぐ。 

ゲートの任務と権限 
3) チーフゲートの指⽰に基づき、レースの進⾏を⾏う。 

4) レースを円滑に進⾏する為、スターティングエリア付近の選⼿及び、ピットクルー等の整理を⾏う。 

5) 出場選⼿を確認する。⽋場選⼿が出た場合は、すみやかにスコアラーに報告しなければならない。 

6) 各ヒートのグリッド抽選を⾏う。 

7) スターターの指⽰に従い、スタート(ゲートオープン)を⾏う。 

8) スタート時の違反⾏為を監視し、発⾒した場合は、すみやかにスターター及び、チーフレフリーにそ

の内容を報告する。その内容についてペナルティを下す権限はない。 

9) レース中、レスキュー活動が必要となった場合、 

コースマーシャルと協⼒して、救護テントへの搬送を⾏う。 

14-8 コースマーシャル 
チーフコースマーシャルの資格と任命 
オフィシャルの有資格者の中から、レース運営に⾒識が有り、コースマーシャルの任務権限を熟知し、適

任と考える⼈をチーフコースマーシャルとして、⼤会毎に事務局が任命する。 

チーフコースマーシャルの任務と権限 
レースディレクターの指⽰に基づき、コースマーシャルを統括し、レースの進⾏を⾏う。 

コースマーシャルの任務 
1) チーフコースマーシャルの指⽰に基づき、レースの進⾏を⾏う。 

2) スターター及びゲートと連絡を取り、レースの進⾏を⾏う。 

3) レース前にコースが安全であることを確認し、スターターに連絡する。 

4) レース中はコースの状況を常に把握し、異常があればスターターに連絡する。 

5) スタート時、所定の位置に待機しスターターと連動してフラッグ指⽰を⾏う。 

6) レース中は、必要な場所に移動し、違反⾏為、ミスブイの監視を⾏い、発⾒した場合、すみやかにチ

ーフレフリーへその内容を報告する。 

7) コースの状況に応じて安全上のフラッグ指⽰を⾏う。 

8) 複数⼈のコースマーシャルが⽔⾯に配置されるので、お互いの持ち場を事前に打合わせておくと共

に、不測の状況に対応出来る様備える。 

9) コース上に危険があれば、すみやかにイエローフラッグの指⽰を⾏う 

10) コース上に選⼿や停⽌した艇があり、レース進⾏上危険と判断した場合コース外に移動させる。 

11) レース続⾏が危険と判断すれば、レースディレクター及び、スターターの指⽰に従い、レッドフラッ

グを提⽰しレースを中⽌させる。 

12) 必要があると判断した場合は、すみやかにレスキュー活動を⾏う。 

13) レースに関係のないボート等が、コース内に⼊るのを防⽌する。 
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14) ブイが正しい位置にあることを常に確認する。 

14-9 スコアラー 
チーフスコアラーの資格と任命 
オフィシャルの有資格者の中から、レース運営に⾒識が有り、スコアラーの任務と権限を熟知し、適任と考

える⼈をチーフスコアラーとして、⼤会毎に事務局が任命する。 

チーフスコアラーの任務と権限 
1) レースディレクターの指⽰に基づき、スコアラーを統括しレースの進⾏を⾏う。 

2) チーフレフリーより、ジャッジシートが発⾏された場合、すみやかにレースディレクターに裁定を仰ぐ。 

3) 警告カードが発⾏された場合、すみやかにレースディレクターにその内容について確認を取る。 

4) 各ヒートのペナルティを⼊⼒後、成績表を作成する。 

5) 予選以降のヒート表の作成をする。 

スコアラーの任務 
1) チーフスコアラーの指⽰に基づき、レースの進⾏を⾏う。 

2) チーフスコアラーが作成した予選以降のヒート表を、スターター、レフリーゲート、テクニカル、M/C 

へ配布し、オフィシャルボードに掲⽰する。 

3) 周回チェックを⾏い、ラップチャートに書きこむ。 

4) テクニカルへ、各ヒートの暫定順位を報告する。 

5) チーフスコアラーが作成した成績表を、オフィシャルボードに掲⽰する。 

6) 警告カードの内容を記録し、オフィシャルボードに掲⽰する。掲⽰した警告カードはレース終了後回収

する。 

・⼤会毎のレース運営組織と各スタッフの役割 
⼤会実⾏委員⻑本部事務局 / テクニカルディレクター /  インスペクター 

レースディレクター  /  スターター  /  コースマーシャル  /  レフリーゲート / スコアラー 

レスキュー / 実況(MC)  / バックヤード / 救護 

１５ 懲戒処分(ペナルティ)  

レースルールに違反した参加者(含公認チーム)、またはレース会場以外の場所で当協会の名誉を著しく損

なう⾏為をした会員は、以下の懲戒処分を受けることがある。 

・マシンレギュレーション違反は、当該ヒート失格。 

・ルール違反は、イエローカード / −15 ポイント / ⼤会失格。 

・事前受付未提出、当該⼤会の１ヒートのみ  -１５ポイント。３⼤会以上の未提出、⼤会失格。 

・違反⾏為の判断は、レースディレクター/⼤会関係者の判断により与えられる。 

15-1 レース期間中の違反⾏為 
レース期間中にレースルールに違反した選⼿は、その違反の程度に応じてレースディレクター、⼤会審査

委員会より懲戒処分を受けることがある。 

選⼿は、次の⾏為もルール違反として懲戒の対象となる。 

1) オフィシャルの指⽰を拒否する態度を取った場合。 

2) オフィシャルへの不誠実なプロテスト(抗議)を⾏った場合。 
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3) オフィシャルに暴⾔、暴⼒⾏為を⾏った場合。 

4) 会場内で、アルコール性飲料及び、薬物の摂取をした場合。 

5) チームキャプテンミーティングに参加しなかった場合 

15-2 レースディレクターによる懲戒 
レースディレクターは、レース期間中のレース違反者に対し懲戒処分を⾏うことがある。 

15-3 テクニカルディレクターによる懲戒 
テクニカルディレクターは、レース期間中のレース違反者に対し懲戒処分を⾏うことがある。 

15-4 ⼤会審査委員会の懲戒 
⼤会審査委員会が、レース期間中ルール違反を発⾒し、レースディレクターから違反の報告を受けた場

合、委員会として違反者に対して懲戒処分を⾏うことがある。 

15-5 理事会による懲戒 
理事会はレース会場において重⼤なルール違反をした者、レース以外の場所で当協会の名誉を著しく損な

う⾏為をした者、重⼤な刑法上の犯罪を⾏い処罰された者に対して、懲戒処分を⾏うことがある。 

15-6 懲戒の種類(選⼿・公認チーム) 
レース違反者には違反⾏為の程度に応じ次の懲戒処分が⾏われる。 

・マシンレギュレーション違反は、当該ヒート失格。 

・ルール違反は、イエローカード / −15 ポイント / ⼤会失格。 

違反⾏為の判断は、レースディレクター/⼤会関係者の判断により与えられる。 

1) 『レース』の各項に⽰されたペナルティ。 エンジン停⽌スタート、周回減、失格等 

2) イエローカード(警告) 何らかの規則違反により、警告処分を受けた状態。有効期限は⼀年間とす

る。イエローカード 2 回の累積で当該⼤会の失格(レッドカード)となる。 

3) 個⼈イエロー・チームイエローに関係なく合算された累積にて当該レース失格（レッドカード）となる。 

4) レッドカード(失格) 何らかの規則違反により、失格処分を受けた状態。当該ヒートの失格、または

すべての当該⼤会の失格。 

5)  出場停⽌：違反をした次のレースへの出場停⽌または、違反したレース以降の当該シーズンの全レー

スへの出場停⽌。 

6) 会員資格の停⽌もしくは剥奪 1 年間の資格停⽌、または無期限資格停⽌。 

15-7 抗議（プロテスト） 
各ディレクターの判定に対して、不服のある選⼿は、決勝ヒートに限り判定が表⽰された時刻より 30 分

以内に抗議することができる。但しフライング、斜⾏、騒⾳に関する判定に対する抗議は受付けない。抗

議ができるのは、判定された不服のある選⼿本⼈とチームキャプテンに限る。抗議の⼿続きならびに措置

は次の通りとする。 

※決勝ヒートのみ映像による判定を受け付ける。但しレース開始よりレース終了までの映像が⽋落してい

ないもの。 

1) ⼤会事務局にある「抗議申⽴書」に必要事項を記⼊し、1 項⽬毎に抗議保証⾦（プロテスト）を添え

て⼤会事務局に提出すること。 
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2) 正式な⼿続きにより提出された「抗議申⽴書」のみが受付けられ、⼤会審査委員会において審議裁定

される。 

3) ⼤会審査委員会は、証⼈を必要と認めた場合は証⼈をたて、その証⾔を求め⼗分に実情を調査したう

えで裁定を下すものとする。 

4) ⼤会審査委員会が下した裁定に対しては、⼀切抗議することはできない。 

5) 抗議保証⾦（プロテスト）は、抗議が成⽴した場合のみ返還される。 

6) 抗議保証⾦（プロテスト）は 1 項⽬につき 50,000 円とする。いかなる抗議も⼀律とする。 

7) 上記、抗議の意思が無い事案に対して、運営スタッフなどに個⼈的な抗議はしてはならない。 

15-8 違反のあったライダーのポイントの扱い 
⾏為・処理・ポイントの扱い 

インスペクションを違反 （０ポイント） 

失格 （０ポイント）※(レッドカードの発⾏) ・イエローカードを 2 枚発⾏ DSQ 

1) レース中の危険⾏為 (失格) 

2) スポーツマンらしくない⾏為（暴⾔等） 

3) DNR ドゥノットレース（決勝５ポイント予選１ポイント） 

※記載無きペナルティはレースディレクターの裁量により決定する。 

選⼿及び選⼿関係者とみなされた者は、その責任を選⼿がペナルティを負う事とする。 

１６ ポイントシステム  

16-1 クローズドコースレースの年間ポイント計算⽅法 
1) 各クラスの総合成績の計算⽅法は別途決定する。 

2) 同点の場合は、全⼤会を通して 1 番⾼いポイントが⾼いほうが上位。 

3) 更に同点の場合は、全⼤会を通して 2 番⽬のポイントが⾼いほうが上位とし、それ以降も同様とする。 

4) 全く同じ状況の時は、前年の成績が良いほうを上位とする。 

16-2 クローズドコースレースのポイント 
レース終了後、インスペクションエリアにいる選⼿に対し、順位をつける。 順位の基準は周回数とし、

同⼀周回数の場合は最後のチェッカーライン通過順で順位がつけられる。 

ポイントは、次の内容で与えられる。 

1) 決勝進出者には、5 ポイント与える。 

2） 準決勝進出者には、3 ポイント与える。 

3） 準々決勝進出者には、2 ポイント与える。 

4） ⼤会当⽇の受付を終了した者には、1 ポイント与える。 

5） 決勝ポイントは次の表の内容で与えられる。 

決勝が複数のヒートによる場合、それぞれのヒートにおけるポイントを合算し、最終順位とする。最終順

位の算出⽅法は年間ポイントの 1）から 3）に準拠する。それでも同点の場合は、最終ヒートの順位が良

いほうを上位とする。 

6） リタイア順に順位ポイントを与える。 
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ポイント表 

順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

Pt 60 53 48 43 39 36 33 30 

 

順位 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

Pt 27 24 22 20 18 16 14 12 

レースが中⽌になった場合、中⽌時点でのヒートレース出場者全員に 20 ポイントを与える。そのレース

が予定変更された場合もこれに準ずる。 

１７ 賞および表彰  

17-1 賞(賞⾦)の授与 
賞(賞⾦)は特別の通知がない限り、レース終了後の表彰式において⼊賞者本⼈または、その代理⼈に授与

される。各⼤会の賞品は定められていない。協賛者による贈呈がある場合がある。 

17-2 表彰式への出席義務 
1) ⼊賞者はレース終了後の表彰式に出席しなければならない。やむを得ず⽋席する場合及び代理⼈を出

席させる場合は⼤会事務局に届けなければならない。 

2) 届出なく⽋席の場合、失格となる。⼤会順位は没収とし、⼤会ポイントは加算されないものとする。 

17-3 賞⾦の告知 
各⼤会における賞⾦は、⼤会実施要項または、ライダースミーティングで告知される。承認レースにおけ

る賞⾦は、主催者の裁量によって決定される。 

17-4 表彰  クローズドコースレース 
各クラス 1 位〜 3 位を表彰する。 ※⼤会により変更する場合もある。 

各クラスの参加が３艇未満のクラスは、１位のみ表彰とする。 

各クラス１位のみ賞品贈呈対象とする。協賛者によって⽤意された賞品はこの限りではない。 

17-5 エンデュランスレース 
⼤会毎の表彰とする(ポイント制は導⼊しない)。 

17-6 年間表彰 
年間表彰の発表対象者は次のとおりとする。  

PRO ：１位〜3位  

EXPERT / OP / M / NOVICE / VT：１位〜３位 

年間表彰記念品授与対象者は次のとおりとする。 

全戦中３戦以上の参加 + 最終戦に参加した者とする。 

(17-2 出席義務)を参照とし申出がない限り同等の対象となる。 
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17-7 昇格 
ライセンスを昇格できる者は、原則として同じクラスで 3 戦以上エントリーし、且つポイントを獲得し

ている者が対象となる。昇格を辞退するライダーは昇格対象ライセンスの資格はなくなるものとする。 

17-8 昇格率 
昇格率の計算⽅法は別途決定する。 

17-9 2 年以上該当クラスへの登録が無い場合失効する。 

１８ 海外の PWC ライダーの扱い  

18-1 シリーズ戦への参加 
海外の PWC レースに参加している選⼿が、参加希望する場合は、過去の PWC レースの戦績等を書類

で申請書に添付し、事務局に申請すること。理事会での承認を必要とする。 

18-2 招待選⼿ 
当協会が認めた選⼿については 18-1 は適⽤しない。 

１９ ⽤語  

ルールブック上で純正品、メーカー純正品、社外品とは次のものを⾔う。 19-1 純正品：同⼀機種内のパ

ーツカタログに記載されているもの。 

19-2 メーカー純正品：パーツカタログに記載されているもの。 

19-3 社外品：当協会が認めた上記以外のもので、且つメーカー純正品と同等以上の機能・強度及

び、安全性を有するもの。 

19-4 加⼯：当該部品（純正品）に⼿を加える事を⾔う。 

19-5 交換：⼀切の加⼯をせず、ボルトオン及び、接着で取り付ける事を⾔う。 

19-6 改造：当該部品の加⼯、追加、社外品への交換、社外品交換時の加⼯の事を⾔う。 

19-7 修理：当該部品に対し、現状復帰を⽬的とした加⼯の事を⾔う。 

改造に関しては、テクニカルディレクターまたは、レースディレクターによる決定を最終とする。改造の

正否についての疑問は、競技実施前に事務局に問合わせすること。 

２０ レース使⽤艇  

艇の安全確保、艇間の性能差をなくし、公平を期すために、各レース種⽬に参加できる艇の種類と改造許

容範囲をレギュレーションの項⽬に⽰す。 

JCI の定める船舶検査に合格する状態でないといけない。  

20-1   船舶検査受検の義務 （改造検査の必要性） 
(注)例え⼩さな改造でも、JCI が改造検査と耐久テストに必要があるとした場合、それに従い改造検査、

もしくは臨時検査を受けなければならない。 

但し、検査項⽬に関しては、所轄の JCI に問合せ、指⽰に従うこと。 

20-2 国内販売メーカー純正品ではない船体を使⽤する場合は、事前に承認を受ける必要がある。 

1) 承認を受けている船体機種に関する情報は、HP もしくは事務局にて確認をする事。 

20-3 メーカーによる⾃主回収や部品リコールなどが発表されている物は安全に動作するようにメ

ーカーなどの指⽰に必ず対応すること。 



No 2026 クラス 2025年度からの昇格/降格
1 Pro Ski Grand Prix Pro Pro Ski Ground Prix 28 13位以下降格
2 Pro Sport GP Pro
3 Pro Runabout 1100 OPEN Pro
4 Pro Runabout GP Pro
5 Endurance Open Pro Expert ※Novice
6 Pro Freestyle Pro
9 Pro Runabout Stock Pro

10 Expert Ski Grand Prix Expert Expert Ski Grand Prix 8 上位2名昇格 Pro Ski Grand Prix
11 Expert Runabout Superstock Expert Expert Ski Modified 13 上位2名昇格 Pro Ski Grand Prix
J-1 Expert Ski Modified Expert Expert Ski-X Modified 17 上位2名昇格 Pro Sport GP
J-2 Expert Ski-X Modified Expert Expert Runabout Superstock 8 上位2名昇格 Pro Runabout GP

18 Novice Ski Stock Novice Expert Ski Grand Prix
19 Novice Runabout Stock Novice Expert Ski Modified
J-3 Novice Ski GP Lites(新設） Novice Expert Runabout Superstock

J-4 Novice Ski-X Stock Novice Pro Runabout Stock
Novice Ski-X Stock 5 上位10％昇格（切上） Expert Ski-X Modified

7 Pro-Aｍ Women Ski GP Pro Expert ※Novice Novice Runabout 1100 Stock 0 上位10％昇格（切上） Pro-Am Runabout 1100 Stock

8 Pro-Am Ski Stock Pro Expert ※Novice
14 Pro-Am Runabout 1100 Stock Pro Expert Novice
J-5 Pro-Am Runabout Limited Pro Expert ※Novice

J-6 Open Women Ski Stock Pro Expert Novice
J-7 Open GP Modified Lites Pro Expert Novice

17 Masters Grand Prix Pro Expert Novice
J-8 Masters Ski Pro Expert Novice
J-9 Masters Ski-X Pro Expert Novice

J-10 Vintage 550（A） Pro Expert
J-11 Vintage 550（B） Novice Vintage 550（B） 10 上位10％昇格（切上） Vintage 550（A）
J-12 Vintage 550 Women Novice
J-13 Vintage X-2 Expert Novice
J-14 Vintage 800 Expert Novice
J-15 Neoclassic Ski Lites Expert Novice ※ Novice は１年以上Noviceのレース経験があるもの

ライセンス

Novice Ski Stock 20 上位10％昇格（切上）

Novice Runabout Stock 16 上位10％昇格（切上）

Pro Runabout Stockから PRO Runabout GP へは移動できない。



① 会員更新
② チーム登録
③ 年会費 18,500円（スポーツ保険含）

2026年度
Pro ￥30,000（税込）
Pro-Aｍ/OPEN ￥25,000（税込）

④ エントリー費 Expert ￥25,000（税込）
Novice ￥25,000（税込）
Masters ￥25,000（税込）
Vintage ￥18,000（税込）
Wエントリー ¥15,000

⑤ 親⼦エントリー ¥15,000
兄弟エントリー ¥15,000

⑥ エントリー繰越

Pro
Pro-Aｍ/OPEN
Expert
Novice
Masters
Vintage

② 各⼤会賞品 各クラス
Pro
Pro-Aｍ/OPEN
Expert
Novice
Masters
Vintage

④ 年間商品 各クラス
⑤ 年間賞⾦ 各クラス

異議申し⽴て
(チームキャプテンと選⼿本⼈のみ）

ミスブイ 1周減（イレイザー解消 危険⾛⾏と判断した場合は失格。
ミスコース 2周減（イレイザー解消 危険⾛⾏と判断した場合は失格。
ブルーフラッグ無視、イエローフラッグ無視 2周減（イレイザー解消 危険⾛⾏と判断した場合は失格。
表彰式不参加 失格 代理可

⑤ セフティ
Pro Ski Ground Prix 13位以下降格
Expert Ski Grand Prix 上位4名昇格 Pro Ski Grand Prix
Expert Ski-X Modified 上位2名昇格 Pro Sport GP
Expert Runabout Superstock 上位2名昇格 Pro Runabout GP
Novice Ski Stock 上位10％昇格（切上） Expert Ski Grand Prix/Expert Ski Modified
Novice Ski GP Lites 上位10％昇格（切上） Expert Ski Grand Prix/Expert Ski Modified

Novice Ski-X Stock 上位10％昇格（切上） Expert Ski-X Modified
Expert Runabout Superstock
Pro Runabout Stock

Vintage 550（B） 上位10％昇格（切上） Vintage 550（A）

Novice Runabout Stock 上位10％昇格（切上）

④ ペナルティ

会場ごとに場所を決めて⾏う

昇格降格
※年間登録台数が5
艇以下のクラスは理事
会により変更する場合
がある

⑥
1. 社外ハル＋ヤマハ1100ストックエンジン  2. 社外ハル＋カワサキ1500ストックエンジン＋IJSBA Restrictor Plate
3. スーパージェットストック ※詳しいレギュレーションは後⽇ルールブックにて発表

② プロテスト
（異議申⽴）

１案件   ５００００円   申請に合意が得られた場合は全額返⾦する。
但し、フライング、斜⾏に関しては⼀切受け付けない。

③ 2ミニッツホールド 基本選⼿本⼈が2の⽂字で⼿をあげる事のみでしか申請できないが、マシン⼊替時のみサポーターの申請を受理する
２ミニッツは、１ヒート１回までとし、その後は１０カウントスタートとする。

上位3位まで
2026年8⽉発表

競技／ルール
① ヒート 5艇以下のヒートは混⾛とする（周回数は下位クラスの周回数に合わす）

Pro-Aｍ Endurance Openは６艇以上参加が無ければ中⽌とする

③ 上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）
上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）
上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）
上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）

年間表彰
※年間レース開催
50％以上のクラスのみ
表彰を⾏う

上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）

上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）
上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）

① 各⼤会表彰 上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）
上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）
上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）
上位3位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）
上位1位のみ（但し各地での現地賞品協賛品がある場合がある）
上位5位（但しエントリー台数が3艇未満の場合は1位のみ）

年度内において次⼤会への繰越を認める      ※但しエントリーリストがHPで発表になるまで
⑦ 事前受付 エントリー期間（レイトエントリー含）と同期間とし事前受付けないものは-10Pペナルティーの対象となる

事前受付未提出シリーズの半数以上   (5戦中3戦未提出など）以降の⼤会は参加不可
⑧ 変更申請事項 クラス追加   1万円   (初期登録時に設定すれば無料)   希望NOは1クラス５千円

チーム変更   5千円（エントリー期間中の記載変更などは⾏なわない。次⼤会から記載変更）
表彰

登録／エントリー
1⽉10⽇〜2⽉28⽇まで（それ以降はレイトとする）
12⽉1⽇〜1⽉31⽇まで（それ以降はレイトとする）

ディスカウント
エントリー費

Expert/Novice/Pro-Aｍ
/OPEN/Masters/Vintage
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